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１ 計画の位置付け  

第１次犬山市地域福祉計画（以下「本計画」という。）は、地域福祉推進の主

体である市民等の参加を得て生活課題を明らかにするとともに、その解決のため

に必要となる施策の内容や、体制などの目標を設定し、「目指す姿」を示す理念

計画とし、令和５年３月に策定しました。 

 本計画は、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の

福祉の各分野における共通的事項」を定める、いわゆる「上位計画」として位置

付けられています。 

  計画期間は令和５年度から令和９年度までの５年間とし、次期の計画の見直し

や改善につなげるため、中間年度となる令和７年度に中間評価を実施し、最終年

度には総合的な評価を行うことにしています。  
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犬山市総合計画（ 2023～2030）  

犬山市障害者基計画（ 2024～2029）  

犬山市障害福祉計画・障害児福祉計画  

（ 2024～ 2026）  

みんなで進めるいぬやま健康プラン 21 

（ 2025～ 2036）  

犬山市自殺対策計画（ 2025～2029）  （ 2019～ 2024）  

（ 2028～

2032）  

（ 2027～ 2029）  

（ 2027～ 2029）  

(2018～ 2023）  

（ 2021～ 2023）  

（ 2021～ 2023）  

 

（ 2014～ 2024）  

 

犬山市子ども・子育て支援事業計画（ 2025～2029）  （ 2020～ 2024）  

第１次犬山市地域福祉計画（2023～2027） 
犬山市重層的支援体制整備事業計画  

犬山市成年後見制度利用促進基計画  犬山市再犯防止推進計画  

 

犬山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画  

（ 2024～ 2026）  
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２ 基本理念と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つながり  支え合い  地域で高めよう  ”わ”の力  

～誰もがいきいきと健やかに暮らすことができるまちを目指して～  

基本目標Ⅰ  人づくり  

福祉の心を育み、地域福祉活

動に参加する人をつくりま

す。  

①  福祉への理解・啓発活動を推進します。  
②  生きがいや介護予防・健康づくりを推進し

ます。  

③  地域福祉の担い手の育成・確保を推進しま
す。  

④  ボランティア意識を醸成し、地域福祉活動
を支援します。  

基本目標Ⅱ  場づくり  

人と人がつながるきっかけ

づくりのために、地域で交流

する機会の創出や拠点づく

りを支援します。  

①  地域ニーズの把握と地域資源の創出及び
活動の継続を促進します。  

②  多世代・多文化交流や障害者の居場所づく
りを支援します。  

③  参加の機会や働く場を広げ、社会活動を促
進します。  

④  社会福祉法人や企業、教育機関などの地域
貢献を促進します。  

基本目標Ⅲ  しくみづくり  

暮らしの環境整備や各分野

の福祉サービスの充実とあ

わせて、必要な人に必要な支

援を繋ぐために、権利擁護の

体制を整えます。  

①  安心で安全に暮らせるまちづくりを推進
します。  

②  福祉サービスの充実と適切な利用を推進
します。  

③  権利擁護の体制を整えて尊厳を守ります。 
④  成年後見制度の利用を促進します。  

基本目標Ⅳ つながりづくり  

地域共生社会の実現を目指

し、複雑化・複合化する地域

生活課題に対応するために、

包括的な支援体制を整備し

ます。  

①  世代や属性を超えた包括的な相談支援体

制を整えます。  
②  多機関協働による支援体制を整えます。  
③  アウトリーチなどを通じた継続的な支援

体制を整えます。  
④  地域資源を活用し、支援が必要な人と地域

とのつながりをつくります。  

目  標  施  策  
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３ 中間評価の目的と方法 

本計画は、毎年、各施策の所管課による年次的な進行確認を行うとともに、中

間年度及び最終年度に評価・検証を行います。  

中間評価は、本計画の中間時点での進捗状況や施策の課題を明確化することで、

残りの計画期間の施策の方向性や進め方を見定め、次期計画の改善や見直しにつ

なげるために行うもので、各施策担当課にて、これまでの取組状況の評価及び検

証を実施しました。 

 

         

  取組内容確認、次年度の方向性を決定  

            

 

         各施策の課題や方向性を整理   市民へのアンケート調査実施  

 

令和５年４月から令和７年９月までの  

各施策の取組について、令和７年１０月、 

所管課による４段階の評価を実施。 

  

  

 

４ 中間評価の結果 

（１）結果 

 本計画は、理念計画であり具体的な目標値（数値）は設定していないため、 

各施策を推進するための年度毎の個別事業の取組状況や効果からの評価となっ 

ています。 

基本目標Ⅰ、Ⅱ、Ⅳの分野では、「できている」「概ねできている」をあわせ

た『できている』の評価が１００％となっています。基本目標Ⅲでは、「あまり

できていない」評価が「①安心安全で暮らせるまちづくり」の施策の「下水道

施設の更新・適切な維持管理」でありましたが、他の目標同様に『できてい

る』の評価が高くなっています。 

評価の結果、基本目標全体をとおして、個別事業の取組としては概ねできて

おり、施策の内容や方向性を見直すべき課題もないことから、現行の取組を維

持し、残りの計画期間の施策を進めます。  

しかしながら、本計画で定める基本目標（Ⅰ～Ⅳ）を達成するには、行政の

みならず分野を超え、市全体で取組む必要があります。  

地域福祉推進委員会において、福祉の現場の声として、担い手の確保が困難

な状況や、今後、権利擁護が必要となる人が増加することに対する体制強化の

必要性、支援現場における連携の困難さなどの課題が挙がりました。 

行政における個別事業の評価だけでは見えにくい、これらの福祉現場におけ

る課題も踏まえ、次期の計画策定においては、市民や地域活動団体、現場の意

 

 

 

 

評価基準 評価

できている 4

概ねできている 3

あまりできていない 2

できていない 1

各施策における進行管理（毎年実施） 

中間年度  と 最終年度に評価 
(令和７年度）     （令和９年度） 

最 終 年 度 の 前 年 に
調査 (令和８年度  ) 

 

  

 

反映 
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見を聞きとりながら施策に反映していく必要があります。 

 

    ピックアップ    基本施策「③地域福祉の担い手の育成・確保」における、

「自殺対策に係る人材の確保、養成、資質の向上」では、養成講座の名称を伝

わりやすい名称に変更するとともに、グループワークを取り入れることで具体

的な傾聴方法を学べるよう実施しています。  

 

    ピックアップ    基本施策「②多世代・多文化交流や障害者の居場所づくり」

における、障害者の就労に関する施策では、公共職業安定所（ハローワーク）

や障害福祉サービス事業所と連携し、障害者雇用促進の周知をはじめ一般就労

までの支援や、就労後の定着支援を実施しています。  

 

    ピックアップ    基本施策「③権利擁護体制整備」における、「権利擁護の推

進」では、障害者・高齢者・子どもへの虐待防止に取組みました。特に、子ど

もへの虐待防止では「犬山市児童虐待対応マニュアル」を令和６年度に策定

し、適切な支援につなげています。  

また、「頼れる身寄りがいない高齢者等への対応」や「成年後見制度における

中核機関の位置づけの見直し」など、本計画策定時には国の施策になかった事

業が今後開始されていくことから、国の施策動向を注視しながら、本市のあり

【基本目標Ⅰ　人づくり】

できている
概ね

できている
あまり

できていない
できていない

①福祉への理解・啓発活動 16.7% 83.3% 0.0% 0.0%

②生きがいや介護予防・健康づくり 12.5% 87.5% 0.0% 0.0%

③地域福祉の担い手の育成・確保 18.2% 81.8% 0.0% 0.0%

④ボランティア意識の醸成 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

基本施策

【基本目標Ⅱ　場づくり】

できている
概ね

できている
あまり

できていない
できていない

①地域ニーズの把握と地域資源の創出及び活動の継続 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

②多世代・多文化交流や障害者の居場所づくり 28.6% 71.4% 0.0% 0.0%

③参加の機会や働く場を広げ、社会活動を推進 6.3% 93.7% 0.0% 0.0%

④社会福祉法人や企業、教育機関などの地域貢献の促進 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

基本施策

【基本目標Ⅲ　しくみづくり】

できている
概ね

できている
あまり

できていない
できていない

①安心で安全に暮らせるまちづくり 5.9% 91.2% 2.9% 0.0%

②福祉サービスの充実と適切な利用 5.0% 95.0% 0.0% 0.0%

③権利擁護体制整備 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

④成年後見制度の利用促進 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

基本施策
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方について、具体的に検討を進める必要があります。  

 

    ピックアップ    基本施策「①世代や属性を超えた包括的な相談支援体制整備」

における、「包括的な相談支援体制整備」では、重層的支援体制を構築すること

で、各種の相談窓口が連携し、相談者の世代や属性を問わず対応しています。ま

た、相談窓口だけでなく、さまざまな地域活動団体との連携により、地域での見

守りを実施しています。  

 

（２）内容の見直し 

事業の改善等による上方修正や社会情勢や制度改正等に伴う下方修正につい

ては、次表のとおり各施策の内容を見直し、次期の計画策定に向け方向性を整理

していきます。 

【内容の見直しを行う施策】            令和８年３月末時点

 

できている
概ね

できている
あまり

できていない
できていない

①世代や属性を超えた包括的な相談支援体制整備 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

②多機関協働による支援体制整備 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

③アウトリーチを通じた継続的な支援体制整備 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

④地域資源を活用し、支援が必要な人と地域とのつながり
をつくる 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

基本施策

【基本目標Ⅳ　つながりづくり】

基本目標Ⅰ　人づくり

施策 担当課 内容（見直し）

市民・ボランティアによる
地域福祉活動の推進

障害者支援課
市民活動やボランティア活動を推進し、障害のある人との交流を通じて市民
の障害への理解を促進し、地域での協力体制を構築します。また、福祉ボラ
ンティアの養成と確保を行うために養成講座の開催を支援します。

救急・救助体制の充実 消防署
高度で専門的な知識・技術を備え持った隊員の育成と適切な配置、設備や資
器材の整備を進めるとともに、講習会等を通じて市民の防災と救急知識、技
術の向上を図ります。

基本目標Ⅱ　場づくり ②多世代・多文化交流や障害者の居場所づくりを支援します。

施策 担当課 内容（見直し）

農業にふれ親しむ機会の確
保

産業課
農業にふれ親しむ機会として、市民農園や農業体験等の取組の充実を図りま
す。また、講師や講座参加者たちの交流を促し、生産者ネットワークの構築
を推進します。

基本目標Ⅱ　場づくり

施策 担当課 内容（見直し）

専門機関での療育・教育の
実施

障害者支援課

就学前の乳児・幼児の発達支援において、保護者と共に個別対応の支援を提
供します。特別支援教育において、関係機関と連携し、障害を持つ児童の自
立を支援すると共に、犬山市青少年センターを中心に子どもや若者の支援を
実施します。

③地域福祉の担い手の育成・確保を推進します。

③参加の機会や働く場を広げ、社会活動を促進します。
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（３）今後について ～犬山市地域福祉推進委員会からの意見～  

本計画は、市の既存施策（事業）の中から地域福祉に関連する事業を抽出し、

体系的に再整理したもので、評価の結果、各事業は適切に推進されており、その

取り組みは評価できる状況です。一方、事業単体で見ると、市民が地域福祉との

関連性を実感しにくいケースや、担当部署間で地域福祉への認識にばらつきがあ

る現状も見られます。そのため、各事業が広義の地域福祉にどのようにつながる

基本目標Ⅲ　しくみづくり ①安心で安全に暮らせるまちづくりを推進します。

施策 担当課 内容（見直し）

防災対策・災害時支援 障害者支援課

災害時に被害を最小限に抑え、障害のある人が安全に避難できるよう、防災
訓練の実施や地域での支援体制を充実します。また、高齢者や障害のある人
などの要配慮者のため、福祉避難所となる場所をあらかじめ決めておき、有
事において避難所の運営が円滑にできるよう受入の準備や環境整備を進めま
す。

水道施設の更新、適切な維
持管理

水道課
水道施設について、計画的に更新と耐震化を行うとともに、適切な維持管理
を進めます。また、管路漏水調査を計画的に行い、漏水箇所の修繕により有
収率の向上を図ります。

下水道等の整備推進、適切
な維持管理

下水道課

都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、
計画的に下水道整備や老朽化した管きょの更生・更新を進めていきます。
下水道整備を行った区域における下水道未接続世帯等に対して接続依頼を行
い、効率的な事業運営を図ります。

基本目標Ⅲ　しくみづくり ②福祉サービスの充実と適切な利用を促進します。

施策 担当課 内容（見直し）

ニーズに合った福祉サービ
スの提供

障害者支援課

地域において、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができ
るよう、一人ひとりのニーズに合ったきめ細かい支援とライフステージに応じて
切れ目のない支援を提供します。また、障害のある女性や子ども、高齢者などの
複合的に困難な状況に置かれた障害のある人へのきめ細かい配慮に努めていき
ます。さらに、障害福祉サービス事業所等への適切なサービス提供に向けての指
導を通じ、障害福祉サービスの質の向上に努めます。

経済的支援 障害者支援課 障害のある人とその家族に対する経済的な支援や相談支援を充実します。

地域子ども・子育て支援事
業の推進

子育て支援課
子ども未来課
健康推進課

国が定める事業を適切に実施することで、地域の子育て世帯が安心して子育て
ができる環境を整えます。

基本目標Ⅲ　しくみづくり ③権利擁護の体制を整えて尊厳を守ります。

施策 担当課 内容（見直し）

権利擁護の推進 障害者支援課

障害のある人の権利擁護のため、サービス提供事業者や相談支援事業者など
関係機関と協力し、「成年後見制度」における財産管理や「日常生活自立支
援事業」における金銭管理の活用を支援すると共に、虐待防止のために保
健・医療・福祉関係者が連携して意識醸成と早期発見に努めます。

要保護児童対策の充実 子育て支援課
こども家庭センターの運営及び家庭支援事業の実施を適切に行うことで、妊
娠期から子育て期の世帯に対して包括的かつ継続的な支援体制を構築し、児
童虐待の防止・適切な対応に努めます。
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かという意識を、関係者間で継続的に醸成していく必要があります。 

併せて、行政のみならず、制度ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」とい

う関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が横軸でつながることで、地域を

ともに創っていこうとする意識を持つことが、地域福祉の推進にとって大切です。 

なお、本計画は、福祉の各分野の上位に位置付けられた理念計画であり、具体

的な目標値（数値）は設定していません。このため、評価は個別事業の年次的な

進捗状況や効果に基づいて行われています。こうした特性から、行政と市民や福

祉の現場感覚との間に乖離が生じる可能性も考えられます。  

よって、次期の計画策定においては、この乖離を埋めるため、引き続き地域福

祉推進委員会をはじめとした会議体での意見交換や市民や地域活動団体、福祉現

場の意見を聞きとりながら施策に反映していく必要があります。  

 

５ おわりに ～つながり支え合う地域社会へ～ 

社会経済情勢が目まぐるしく変わり、これまでの社会保障制度では解決できな

い複合化・複雑化した生活課題が増えている昨今ですが、私たちの「安心して暮

らしたい」という思いは変わりません。 

国が掲げる「地域共生社会」の実現に向けて、本市に住む誰もが住み慣れた地

域でいきいきと健やかに暮らし続けられるまちを目指すには、公的サービスの充

実だけでなく地域の多様な主体がつながって支え合う「地域力の強化」が必要で

す。 

 この度の中間評価を踏まえ、本計画が市民や地域の様々な団体と行政が一丸と

なって地域福祉を推進するための羅針盤となるよう、市民や地域の様々な団体か

らいただいた意見を引き続き反映させ、第２次犬山市地域福祉計画へとつなげて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画全体版 
（市ホームページ） 

犬 山 市 地 域 福 祉 計 画  

犬 山 市 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 計 画  

犬 山 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画  

犬 山 市 再 犯 防 止 推 進 計 画  
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犬 山 市 地 域 福 祉 活 動 計 画                 

（ 犬 山 市 社 会 福 祉 協 議 会 策 定 ）  

 

 

 

社会福祉法人犬山市社会福祉協議会  
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発行年月：令和８（ 2026）年３月  

計画期間：令和５（ 2023）年度～令和９（ 2027）年度  


